
第８号様式（第 12 条関係） 

令和 7 年 9 月 30 日 

 

設 計 図 書 等 に 対 す る 回 答 書 

 

              鹿屋市長  中 西  茂  

  

次の工事案件について、以下のとおり回答します。 

 

質問対象工事案件 

工 事 番 号 鹿道第 296 号 
※ 市のホームページに掲載してある 

 「工事発注表」に記載してあります。 

工 事 名 （総合評価）令和７年度道路メンテナンス事業 堂園橋歩道橋撤去工事 

工 事 場 所 鹿屋市 串良町 細山田 地内 

 

質問事項について、次のとおり回答します。 

番号 質 問 事 項 
設計図

等 
回     答 

1 

 

主体足場 ワイヤーブリッジ転用足場設

置・撤去について 

足場単価を計算する際の端数は、小数点

以下切捨てで計上されているのでしょう

か？または、端数処理なしで計上するの

でしょうか？ご教授ください。 

工事 

設計書 

Ｐ98 

令和6年度土木工事標準積算基

準 Ⅳ-7-③-23 「主体足場工

費」により算出しています。 

    

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 


